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福岡市事業系ごみ資源化推進ファンドを活用した事業の実施フロー 

福岡市 
 
 
 

 

 

 

＜所掌事項＞ 

① 次年度に実施するファンドの処分対象

事業及び各事業費に関する事項 

② ファンドの処分対象事業のうち公募に

よる事業について，事業及び事業者の選

定並びに助成額に関する事項 

③ ファンドの処分対象事業について，事業

系ごみの減量・リサイクルに係る実績，

費用対効果，将来的な事業発展性等の視

点からの評価，事業の継続及び実証研究

の方向性などに関する事項 

④ その他事業系ごみの資源化に関し必要

と認める事項 

 
市の一般会計 

 減免制度の見直しに伴うごみ処理手数

料収入の 33％に相当する額を積立。積立

額は 20 億円以内。 

福岡市事業系ごみ資源化推進ファンド 

○当該年度の助成事業の審査 

福岡市事業系ごみ資源化推進ファンド 

運営委員会 

○次年度に実施するファンドの処分対

象事業の事業内容，予算額等を検討 
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事業実施 

○事業の実施内容や事業効果の評価 

市の一般会計へ

必要額を繰入 
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